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１．本ガイドラインの位置付け  

１-１ 背景・目的 

昨今、少子高齢化等の社会構造の変化や多様化・高度化している国民のニーズに対応するべ

く、公共発注者においては、適正な予算執行及び事業の公平性・透明性がますます求められてい

る。また、長期的な視点に立った計画立案能力や、公共工事に対する市民（国民）、議会、所管

行政庁等や庁内の合意形成能力等の高度な技術力が必要となることに加えて、企画・設計・工事

から事業完了・維持・運営の全ての段階を俯瞰的に統括し、透明性の高い競争を通じ、価値のあ

る社会資本を適切な時期に提供していく責任がある。 

しかしながら、地方公共団体の発注者体制に着目すると、特に小規模な地方公共団体において

技術職員の減少に伴い発注者体制が脆弱化しており、今後、発注者体制が十分に確保できなくな

ることが懸念されている。 

このような背景から、設計や工事に係る発注者のマネジメントや発注事務を支援するＣＭ方式

へのニーズが高まってきている一方で、ＣＭ方式に制度的な位置付けがないことが普及の進まな

い一因となっており、ＣＭ方式について、発注者が利用しやすい仕組みを創設することが盛り込

まれた「建設産業政策 2017＋10」の提言を踏まえ、今後、ＣＭＲに求められる能力及び役割や

責務等について検討するとともに、発注者が利用しやすい仕組みの創設に向け検討を行うこと

が、求められている。 

以上のことから、ＣＭ方式に精通している学識者や実務者等で、技術職員の不足等の課題に直

面している地方公共団体が、発注者体制の補完手法の一つとしてＣＭ方式の活用を図るうえで、

発注者が利用しやすい仕組みの創設に向け、具体的な制度設計について検討を行うことを目的

に、平成３０年度に「ＣＭ方式（ピュア型）の制度的枠組みに関する検討会（以下、検討会）」

を立ち上げ、令和２年度にかけて計８回実施してきた。 

本ガイドラインは、検討会での議論や検討会の下に設置した建築・土木別の分科会での詳細検

討を踏まえ、ＣＭ方式を地方公共団体で活用する際の参考となるよう整理したものであり、関係

する法令等に従って、適切な運用を図られたい。 

なお、本ガイドラインは、今後のＣＭ方式の活用状況や社会情勢等の変化等に合わせて、引き

続き必要な見直しを図るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

２．ＣＭ方式の概要  

２-１ ＣＭ方式とは 

本ガイドラインで扱うＣＭ方式としては、公共、民間、建築事業、土木事業のカテゴリーを考

えた場合、まずは小規模な地方公共団体にも役立つことをイメージして、公共分野の建築事業

（以下、建築事業）と公共分野の土木事業（以下、土木事業）を対象として取りまとめている。 

またＣＭ方式の類型としては、ピュア型、アットリスク型の大きく２種類があるが、本ガイ 

ドラインにおいては、公共事業で事例の多いピュア型を対象としている。 

下記に示す図２－１とともにピュア型とアットリスク型の主な特徴について記述する。 

 

図２－１ ＣＭ方式の類型 

〇ピュア型ＣＭ方式 

ＣＭ（Construction Management）方式とは、建設生産に関わるプロジェクトにおいて、コン

ストラクションマネージャー（ＣＭＲ）が、技術的な中立性を保ちつつ発注者の側に立って、設

計・発注・施工の各段階において、設計の検討や工事発注方式の検討、工程管理、品質管理、コ

スト管理などの各種のマネジメント業務の全部又は一部を行うものである（平成１４年２月：Ｃ

Ｍ方式活用ガイドライン）。 

ＣＭ方式では、ＣＭＲは、従来の発注方式において発注者が担っていた企画、設計、発注、施

工に関連する各種のマネジメント業務の全部又は一部を、発注者の補助者・代行者として行う業

務契約を発注者と締結し、その対価を得る。発注者は、ＣＭＲの支援・助言・提案等を踏まえ

て、設計等業務受託者、工事受注者（総合建設会社や専門工事会社）と各種発注方式にて契約

し、事業の各段階における重要な判断や決定を行う。この契約におけるＣＭＲの立場は発注者の

補助者・代行者であり、最終的な判断については、発注者が責任を負う。 

こうしたＣＭ方式を「ピュア型ＣＭ方式」と呼び、以下で述べる「アットリスク型ＣＭ方式」

と区別しており、我が国においては、｢ピュア型ＣＭ方式｣を中心にして、これまで多くの検証が

重ねられてきた。 



 

 

公共事業における事例として、建築事業では庁舎や病院、学校等の大規模施設の整備事業で導

入実績が積み重ねられてきており、土木事業では災害復旧・復興事業や道路整備事業等で導入実

績が見られる。 

〇アットリスク型ＣＭ方式 

発注者に代わりＣＭＲが工事受注者と直接契約することにより、ＣＭＲにマネジメント業務に

加え施工に関するリスクを負わせる場合のＣＭ方式を｢アットリスク型ＣＭ方式｣と呼ぶ。アット

リスク型ＣＭ方式においても、事業に関する最終的な判断や決定についての責任は発注者が負

う。 

公共事業における事例としては、東日本大震災の復興市街地整備事業等で導入実績が見られる。 

２-２ ＣＭＲの役割 
発注者は、事業の実施に際して、企画や設計、施工といった各段階を通じて、一貫してコス

ト・工期・品質の最適化を図るため、各種のマネジメントを実施する必要がある（※）。 

ＣＭ業務の発注を考える際には、企画、設計、積算・発注手続、工事段階までを対象に、各段

階でどのようなマネジメントが発注者に求められるかを踏まえ、事業関係者（建築事業：発注

者、基本計画等業務受託者、設計者、工事監理者、工事受注者。土木事業：発注者、測量・調

査・設計等業務受託者、工事受注者）の法的な責任と役割分担、体制等を押さえたうえで、自ら

に不足するマネジメント能力を補うために必要となる段階について、ＣＭ業務を導入した場合の

役割や求めるマネジメント領域を整理することが必要である。このため、発注者体制や個別の事

業、当該事業に適用する各種発注方式等により、ＣＭＲの導入段階、役割や業務内容は異なるも

のである。 

発注者体制を補完する一つの方法として、特に発注者体制が脆弱な地方公共団体においては、

ＣＭＲには、事業完了後の運用に係るものも含め、業務改善や事業の進捗管理への積極的な提案

についても期待される。 

※ 地方公共団体が建築事業を円滑に実施するうえで、発注者に求められる役割やその役割を果た

すための方策については、答申「官公庁施設整備における発注者のあり方について」（平成２

９年１月社会資本整備審議会）の、Ⅱ.公共建築工事における発注者の役割、の中で整理されて

おり、また、「地方公共団体における建築事業の円滑な実施に向けた手引き」（平成２９年７

月国土交通省土地・建設産業局建設業課）の中で、実施に当たっての課題や求められる対応等

についてとりまとめられている。 

２-３ 建築／土木事業の主な性質等の違い 
ＣＭＲの役割を考える際、建築事業と土木事業の違いについても考える必要がある。特に設計

段階や工事段階において関係者間の役割や関係法令が大きく異なるため、それぞれの性質の違い

にも留意しながら、ＣＭ業務の発注の検討を実施していく必要がある。 



 

 

それぞれの違いを考えるに当たって、建設投資における違いを参考すると、令和元年度におけ

る建設投資見通しを発注者別にみた場合、民間部門が全体の６６％、公共部門が３４％を占めて

おり、工事別では建築が６５.５％、土木が３４.５％となっている。また、民間投資の約８５％

を建築工事が占め、公共投資の約７３％を土木工事が占めていることからも、建築市場の場合、

土木と異なり民間部門の占める割合は極めて大きく、公共が大半を占める土木と民間が大半を占

める建築では、事業の性質が大きく異なる（図２－２）。 

 

図２－２ 公共工事と民間工事における建設投資の内訳（令和元年度見通し） 

 

しかし、過去のＣＭ方式のあり方や役割の検討の中で、建築事業と土木事業の性質の違いにつ

いては一定程度認識しつつも直接的な議論がなされたことは無かった。そのため、建築事業では

日本ＣＭ協会等が、土木事業では建設コンサルタンツ協会や土木学会等が中心となり、様々なガ

イドラインや約款案の検討が別々に行われてきた経緯がある。 

 

＜建築／土木事業の各段階におけるプレーヤー（登場人物）の違い＞ 

建築事業では、建築基準法（昭和２５年法第２０１号）及び建築士法（昭和２５年法第２０２

号）が適用され、設計者と工事監理者は法的に位置付けられているが、土木事業においては、同

様の法的位置付けは存在しない。  

国土交通省告示第９８号では、建築事業における設計者の業務として、①基本設計に関する標

準業務、②実施設計に関する標準業務、③工事施工段階で設計者が行うことに合理性がある実施

設計に関する標準業務、④設計に関する標準業務に付随して実施される業務があり、①②の標準

業務のうち、法令上の諸条件の調査や設計図書の作成等は建築士法による設計者の法定業務とさ

れている。また、工事監理者の業務としては、①工事監理に関する標準業務、②その他の標準業

務、①②に付随して実施される業務があり、①の標準業務のうち、工事と設計図書との照合及び

確認の結果報告等は、建築士法による工事監理者の法定業務とされている（表２－１）。 

 

 

 



 

 

 

 

表２－１ 国土交通省告示第 98 号に基づく設計者と工事監理者の法定業務 

 

 

 

 

 

土木事業の場合、設計段階では一般的に発注者は、建設コンサルタントに設計を委託し、その

成果物（設計図書等）を発注者が受け取ったうえで、工事段階では発注者と工事受注者の２者間

で工事請負契約を締結するため、設計図書の責任については発注者が負う。一方、建築事業の場

合、基本的には設計図書の責任については設計者が負う。建築事業では、設計者が作成した設計

図書の一部を変更する際、当該設計者の承諾を求めなければならない。また、建築事業では施工

者の行う工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認

する「工事監理者」の役割が規定されているため、工事段階では発注者、設計者、工事監理者、

工事受注者の３～４者の関係になる（図２－３）。 

その他の主な違いとして、建築事業では工事段階において、設計者の業務として、設計図書に

表現しきれない設計意図を工事受注者及び工事監理者に伝達する「設計意図伝達業務」が位置付

けられているが、土木事業では工事受注者からの設計意図に関する質問には発注者又は三者協議

の場等を通じて対応するのが一般的であり、建築事業で見られるような「設計意図伝達業務」に

該当する法的な位置付けはない。 

 以上のような状況を踏まえて、本ガイドラインでは、建築事業と土木事業の違いに留意しつ

つ、それぞれのＣＭ業務役割分担表（例）などを整理している。 

三.工事施工段階で設計者が行うことに合理
性がある実施設計に関する標準業務

・法令上の諸条件の調査及び
関係機関との打合せ
（建築士法第１８条第１項）

・基本設計、実施設計図書
の作成
（建築士法第２条第６項）

・基本設計、実施設計内容
の建築主への説明等
（建築士法第１８条第２項）

【別添四】
設計に関する標準業務に付随する
その他業務

・建築物設計のための企画及び立案並び
に事業計画に係る調査及び検討並びに報
告書の作成等の業務　等

設　計（設計者の業務）

・設計条件等の整理
・要求等の確認
・上下水道、ガス、電力、通信等の
供給状況の調査及び関係機関との
打合せ
・基本設計・実施設計方針の策定
・概算工事費の検討

建築士法による設計者の法定業務

・設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等
・工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の観
点からの検討、助言等

【別添一】第１項　一.基本設計に関する標準業務　二.実施設計に関する標準業務

二｢その他の標準業務｣

・工事と設計図書との照合
及び確認
（建築士法第２条第８項）

・工事と設計図書との照合
及び確認の結果報告等
（建築士法第１８条第３項）

・工事監理報告書等の提出
（建築士法第２０条第３項）

【別添四】
工事監理に関する標準業務及びその他
の標準業務に付随するその他の業務

・建築物設計のための企画及び立案並
び　に事業計画に係る調査及び検討並
びに報告書の作成等の業務　等

・工事監理方針の説明等
・設計図書の内容の把握等
・設計図書に照らした施工図
等の検討及び報告

・請負代金内訳書の検討及び報告
・工程表の検討及び報告
・設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告
・工事と工事請負契約との照合、確認、報告等
・工事請負契約の目的物の引渡しの立会い
・関係機関の検査の立会い等
・工事費支払いの審査

監　理（監理者の業務）

【別添一】第２項　｢工事監理に関する標準業務及びその他の標準業務｣

一｢工事監理に関する標準業務｣

建築士法による工事監理者の法定業務



 

 

 

図２－３ 建築／土木事業の各段階におけるプレーヤー（登場人物）の違い 

 

２-４ 品確法上のＣＭ方式の位置付け 

平成２６年６月４日に公布され、即日施行された「公共工事の品質確保の促進に関する法律の

一部を改正する法律」（平成２６年法律第５６号）（以下、品確法）において、発注者は、入札

及び契約の方法の決定に当たっては、その発注に係る公共工事の性格、地域の実情等に応じ、多

様な方法の中から適切な方法を選択し、又はこれらの組合せによることができることが明確化さ

れた。 

また、品確法に規定する将来を含む公共工事の品質確保とその担い手の確保の理念にのっと

り、各発注者が発注関係事務を適切かつ効率的に運用するための発注者共通の指針として国が体

系的に定めた、「発注関係事務の運用に関する指針」（令和２年１月３０日）において、ＣＭ方

式は、発注関係事務の支援対象範囲に応じた契約方式として定められている。 

 

 

 

            公共工事の品質確保の促進に関する法律 

平成 17 年法律第 19 号 

令和元年 6月 14 日最終改正 

（多様な入札及び契約の方法の中からの適切な方法の選択） 

第十四条 発注者は、入札及び契約の方法の決定に当たっては、その発注に係る公共工事等の性格、地域 

     の実情等に応じ、この節に定める方式その他の多様な方法の中から適切な方法を選択し、又は 

     これらの組合せによることができる。 

 



 

 

 

 

             発注関係事務の運用に関する指針 

令和 2年 1月 30 日 

公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議 

Ⅳ．多様な入札契約方式の選択・活用 

各発注者は、工事及び業務の発注に当たっては、本指針及びそれぞれの技術力や発注体制を踏まえ

つつ、工事や業務の性格や地域の実情等に応じて、多様な入札契約方式の中から適切な入札契約方式

を選択し、又は組み合わせて適用するよう努める。 

１－１．多様な入札契約方式の選択の考え方及び留意点 

  （１）契約方式の選択 

（契約方式の概要） 

    （ａ）(ｂ)略 

    （ｃ）発注関係事務の支援対象範囲に応じた契約方式 

・ＣＭ方式 

建設生産にかかわるプロジェクトにおいて、コンストラクションマネージャー（CMR）が、 

       技術的な中立性を保ちつつ発注者の側に立って、設計・発注・施工の各段階において、設計 

の検討や工事発注方式の検討、工程管理、品質管理、コスト管理などの各種のマネジメント 

業務の全部又は一部を行う方式 

 

３．ピュア型ＣＭ方式の現状  

３-１ ピュア型ＣＭ方式の活用状況と活用の背景 

地方公共団体における建設部門の職員数は、ピーク時の平成８年の約１９.４万人に対し、平

成３０年では約１３.９万人と約２８％減少しており、全国営繕主管課長会議による平成２８年

６月の「公共建築における発注関係事務に係る支援方策に関する検討」のフォローアップアンケ

ートによれば、営繕関係部局の技術職員数が５人未満の市町村は、全体の約７割にのぼるなど、

行政のスリム化や行政コストに対する意識が高まっている昨今、今後もこの減少傾向は続いてい

くことが想定され、入札契約関係事務を適切に執行することが求められる中で、発注者体制の整

備等に課題がある状況と言える。 

そのため、恒常的に技術者等が不足している地方公共団体では、庁舎建替や高架橋の新設など

の数十年に一度の大規模事業を行う必要が生じた際に十分な体制を確保できず、ノウハウも不足

していて、予算規模と発注条件や設計内容の不均衡が明らかとなり、設計の見直しや予算の増額

といった対応に苦慮しているケースも多い。 



 

 

発注者体制補完や多数の事業関係者との調整、事業の上流段階におけるコスト管理等、地方公

共団体が抱える課題への対応として、設計や工事に係る発注者のマネジメントを補完することを

目的としたＣＭ方式へのニーズが高まっていると言える。 

 ピュア型ＣＭ方式を導入している都道府県・市区町村数は、１０年前と比較して増加してお

り、特に市町村での導入が年々増加傾向にある。 

３-２ ピュア型ＣＭ方式の基本的な枠組み 
〇準委任契約 

ＣＭ業務は、基本的に民法上の準委任契約（法律行為でない事務を相手に委託する契約）と解

され、請負契約における契約不適合責任のような無過失責任までは負わないものと考えられてい

る。ＣＭＲがその責任を負うのは、あくまでコンストラクション・マネジメントの専門家として

の業務範囲に対してであり、その業務範囲において善管注意義務を尽くすこととなる。本ガイド

ラインに示しているＣＭ業務委託契約約款（案）等を活用し、ＣＭ業務委託契約においてＣＭＲ

の業務内容を具体化・明確化することにより、無用な紛争を防止できると思われる。 

 

〇保険制度 

現在、ＣＭ業務を対象とした保険には、日本ＣＭ協会の「ＣＭ賠償責任保険制度」があるが、

保険の対象となる業務は、日本ＣＭ協会のＣＭ業務委託契約約款・業務委託書に基づいて行う、

日本ＣＭ協会の定める標準業務に合致するものとしており、これまで契約に基づき保険金が支払

われた事例はない。今後ＣＭ業務を実施していくに際し、ＣＭＲのリスクの補填として必要な保

険制度の仕組みの構築に向けては、ＣＭ業務のさらなる普及が必要と考えられる。 

〇資格と登録制度 

 既存の事例におけるＣＭＲの管理技術者（ＣＭｒ）に求める資格については、建築事業では一

級建築士や日本ＣＭ協会の認定資格であるＣＣＭＪ（認定コンストラクション・マネジャー）

が、土木事業では技術士（総合技術監理部門又は建設部門）が用いられていることが多い。ま

た、ＣＭ業務を実施する者に関して、建設関連業における登録制度（建設コンサルタント登録規

定等）のような制度的な位置付けは現状では存在しない。 

 

〇本ガイドラインにおけるＣＭＲの業務内容の考え方 

ＣＭ業務については、企画、基本計画、基本設計、実施設計、積算・発注手続き、工事までの

各段階が業務対象範囲となり得るものであるが、個々の事業ごとに、ＣＭ業務の導入段階、採用

する入札契約方式や発注者の体制等が異なるため、実際には、個別の契約内容によって、関係者

の役割分担やＣＭＲの業務内容は異なることが想定される。 

想定される全てのパターンを整理することは現状では困難であるため、本ガイドラインにおけ

るＣＭＲの役割については、技術的中立性を保ちつつ事業の各段階で発注者が担うマネジメント



 

 

の全部又は一部を実施する、というＣＭ業務の特徴に着目して、企画から工事段階までの事業関

係者の役割分担やＣＭＲの業務内容を一例として整理を行っている。以下にその概要を示す。 

① 基本的な考え方（建築事業と土木事業で共通） 

・ＣＭＲによる支援・助言・提案等は発注者に対して行われるもので、ＣＭ業務の有無に関

わらず、事業関係者の役割が変わるものではない。 

・ＣＭＲは、業務に必要な範囲で事業の実施状況の把握に努め、発注者とＣＭＲへの重複報

告や確認時間の長期化、手戻り等が生じないように業務を履行し、事業関係者の業務量に

影響しないよう配慮する必要がある。 

② 建築事業と土木事業における違い 

建築事業では設計者・工事監理者が建築士法等により法的に位置付けられているが、土木事

業では同様の法的な位置付けがないため、発注者支援業務を発注することもある。こうした場

合でも、別途整理しているＣＭ業務役割分担表（例）で細かく見比べれば、それぞれでＣＭＲ

が担うべき役割、範囲には異なるところがあると考えられる。 

以下は、ＣＭＲが事業に加わった場合に、ＣＭＲが果たす役割について、建築・土木事業別

に事業段階ごとに概要を整理したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

図３－１ 建築事業におけるＣＭＲの立ち位置 

 

 

 

表３－１ 建築事業におけるＣＭの業務内容 

 

 

        

 

 

 

 




















































































































